
                                      

募集要項－別添２ 

 

（平成 31 年度）地域雇用活性化推進事業委託要綱 

 

 

（通則） 

第１条 地域雇用活性化推進事業（以下「委託事業」という。）の委託については、

この要綱の定めるところによる。 

 

（委託事業の目的） 

第２条 委託事業は、地域雇用開発促進法（昭和 62 年法律第 23 号）に定める同意自

発的雇用創造地域又は雇用保険法施行規則第 140 条第２号の厚生労働大臣が指定す

る地域（平成 31 年厚生労働省告示第 141 号）による、地域の特性を生かした「魅

力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組を

支援することを目的とする。 

  

（委託先） 

第３条 委託事業は、（都道府県）労働局長（以下「委託者」という。）が、前条に

規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者（以下「受託

者」という。）に、委託して実施するものとする。 

 

（委託の申入れ） 

第４条  委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第１

号「地域雇用活性化推進事業受託依頼書」（以下「依頼書」という。）により、委

託の申入れを行うものとする。 

 

（受託書等の提出） 

第５条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理し

た日から 14 日以内に、様式第２号「地域雇用活性化推進事業受託書」に様式第３

号「地域雇用活性化推進事業実施計画書」（以下「実施計画書」という。）を添付

して委託者に提出するものとする。実施計画書の記載内容については、「平成 31

年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」に基づき提出され、厚生労働

省職業安定局地域雇用対策課が設置する「地域雇用活性化推進事業等選抜・評価委

員会」において選抜された事業構想に沿ったものとすること。 

  なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第７条第２項前段の書類を併

せて提出するものとする。 

 

（実施計画書等の審査及び契約の締結） 

第６条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事



業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官（都道府県）労働局

総務部長が、様式第４号「地域雇用活性化推進事業委託契約書」（以下「契約書」

という。）により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場

合は契約書第７条第２項前段の承認を必要とするものとする。 

 

（表明確約） 

第７条 受託者は、契約書第 31 条及び第 32 条の各号のいずれにも該当しないことを

表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 

２ 受託者は、契約書第 31 条及び第 32 条の各号の一に該当する者（以下「解除対象

者」という。）を下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての

下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降のすべての受託者を含む。）並び

に自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契

約の相手方をいう。）としないことを確約しなければならない。 

 

（契約書） 

第８条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 



 


